
加古川市教育委員会告示第１号 

 

加古川市文化財の保護に関する条例（昭和３７年条例第８号）第３条第１項の規定に

基づき、令和６年３月７日に次の文化財を加古川市指定史跡名勝天然記念物に指定した

ので、同条第４項の規定により告示する。 

 

  令和 ６年 ３月１３日 

 

加古川市教育委員会 

 

記 

 

種別 名称 数量 所有者 所在地 

史跡 南
みなみ

大塚
おおつか

古墳
こ ふ ん

及び
お よ び

西
にし

大塚
おおつか

古墳
こ ふ ん

 古墳２基 加古川市 
加古川町大野 

日岡山公園地内 

 

 

 


